
盛土規制法の本格運用開始に係る手続等について 

１ これまでの経緯 

2021 年（令和３年）７月に静岡県熱海市で発生した土石流災害を受け、盛土等

による災害から国民の生命・身体を守るため、「宅地造成及び特定盛土等規制法（以

下「盛土規制法」という。）」が 2023 年（令和５年）５月 26 日に施行されました

（資料１，２）。昨年 12 月の本委員会では、本市において盛土規制法の本格運用

を開始する 2025 年（令和７年）５月 26 日までに、規制区域の指定にかかる意見

公募など必要な手続きを進めることを報告しました。 

このことを受け、以下のとおりパブリックコメントを実施しましたので、報告

します。 

２ パブリックコメントについて 

 内  容  盛土規制法に基づく規制区域の指定にかかる意見公募（資料３） 

 実施期間  2024 年（令和６年）12 月 16 日（月） 

～2025 年（令和７年）１月 16 日（木） 

 周知方法  「広報あかし」にてパブリックコメントの案内を行うとともに、 

素案を閲覧（市役所窓口、あかし総合窓口、各市民センター窓口、 

行政情報センター窓口、市ホームページ） 

 提出された意見  ２件 

３ 意見の主な内容と本市の考え方について 

No. 意見の主な内容 本市の考え方 

１ 規制区域を市内全域に設定すること
は、非常に良いことだと思います。

これからも安心して暮らしができる

まちにしてください。 

盛土規制法に対する市としての考え

方にご理解をいただきありがとうご

ざいます。安全・安心のまちづくりに

向けて盛土規制法を運用してまいり

ます。 

２ 明石市は他地域に比べて独自の独特
の区域だと思うので、全域規制区域

にする必要があると思います。 

本市では、盛土規制法の趣旨等を踏ま

えて市内全域を規制区域とする予定

です。 

※ パブリックコメントを踏まえ、本市は市域全域を宅地造成等工事規制区域に指

定します（2025 年５月 26 日公示予定）。 
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2025 年（令和７年）3 月 11 日 

都市局住宅・建築室開発審査課 
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資料１R5.5.27国交省ＨＰより抜粋（一部追記）

中核市市長は「都道府県知事等」に含まれる



許可対象となる盛土等の規模

盛土で高さが1m超の

崖を生ずるもの

切土で高さが2m超の

崖を生ずるもの

盛土と切土を同時に行い

高さが2ｍ超の崖を

生ずるもの（1、2を除く）

盛土で高さが2m超と

なるもの（1、3を除く）

最大時に堆積する高さが2ｍ超
かつ面積が300 超
となるもの

最大時に堆積する

面積が500 超かつ前後の
標高差が30 超となるもの

盛土又は切土をする土地の

面積が500 超かつ前後の
標高差が30 超となるもの
（1～4を除く）

面積 3 0 0 超
面積 5 0 0 超

面積 5 0 0 超
（盛土または切土のみの場合も含む）

盛土 2 m超

1m超 2 m超 2 m超 2 m超
切土

盛土

切土盛土
盛土

切土

（崖を生じないもの）

1 2 3 4

6 75

〈土地の形質の変更（盛土・切土）〉

〈一時的な土石の堆積〉

適用除外

工事の施行に付随して行われるものであって、当該工事に使用する土石又は当該工事で

発生した土石を当該工事の現場又はその付近に一時的に堆積するもの

農地及び採草放牧地で行われる通常の営農行為を行うもの
など

※道路、公園、河川等の公共施設用地内で行われる盛土等については、盛土規制法は適用されません。

また、以下のような場合も、盛土規制法は適用されず、許可手続きが不要となります。

＊「崖」とは、地表面が水平面に対し、30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤（風化の著しいものを

除く）以外のものをいいます。

＊盛土規制法では、従来の宅地造成等規制法とは異なり、宅地だけでなく、農地・森林等における盛土・

切土や単なる土捨て行為・一時的な堆積についても規制されます。

前後の標高差が30 超
前後の
標高差が30 超
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